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○ 取扱い 

原則として、「Ｊ０６３ 歯周外科手術 ３ 歯肉切除手術」後の後出

血処置として実施した「Ｊ０８４ 創傷処理 ４ 筋肉、臓器に達しない

もの（長径５センチメートル未満）」の算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

歯肉切除手術後に出血を起こし圧迫等により止血できない場合は、後出

血処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

 

○ 留意事項 

後出血により再度来院した場合に限る。 


